
                           告 示 第２１２号 

                           令和７年２月２１日 

 

                           鹿児島市長 下 鶴 隆 央 

 

 

鹿児島観光ビルマンション建替事業の変更認可について（公告） 

 

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第３４条第１項の

規定により、鹿児島観光ビルマンション建替組合の定款及び事業計画の変更を認可したので、

同条第２項において準用する同法第１４条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

 

 

記 

 

１ 組合の名称 

  鹿児島観光ビルマンション建替組合 

 

２ 施行マンションの名称及びその敷地の区域 

(1) 名称 

鹿児島観光ビルＡ棟及び鹿児島観光ビルＢ棟 

(2) 敷地の区域 

鹿児島市浜町５６番、５７番及び６２番 

 

３ 施行再建マンションの敷地の区域 

 鹿児島市浜町１番２１ 

 

４ 事業施行期間 

  令和３年２月から令和７年４月まで 

 

５ 設立認可の年月日 

  令和３年２月５日 

 

６ 事務所の所在地 

  鹿児島市浜町１番２ 



 

７ 定款及び事業計画の変更の認可の年月日 

  令和７年２月１３日 


